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令和２年１０月定例教育委員会 会議録 

◇開 会  令和２年１０月２７日（火） 午前 ９時００分 

◇閉 会  令和２年１０月２７日（火） 午前１１時５７分 

◇会 場  ３Ｆ「教育委員会会議室」 

◇出席者  教育委員会 

・教育長            岸 田 隆 博 

・教育長職務代理者       深 田 俊 郎 

・教育委員           安 田 真 理 

・教育委員           出 町   慎 

・教育部長           藤 原 泰 志 

・教育部次長兼学校教育課長   足 立 和 宏 

・学事課長           井 尻 宏 幸 

・文化財課長兼美術館副館長  

 兼中央図書館副館長      山 内 邦 彦 

・教育総務課長         足 立   勲 

・教育総務課企画調整係長    足 立 真 澄 

・教育総務課庶務係長      芦 田 将 司 

まちづくり部 

・市民活動課長         小 畠 崇 史 

・人権啓発センター所長     前 川 康 幸 

・文化・スポーツ課長      宮 野 真 理 

 

（岸田教育長）       おはようございます。ただいまから１０月の定例教育委員会を開催いた

します。 
会の進行上、発言の際には必ず氏名を名乗ってから発言いただきますよ

うお願いをいたします。 
本日、横山委員ですが、体調不良のため欠席の連絡をいただいておりま

す。 
 

日程第１          前回会議録の承認 
 
（岸田教育長）       それでは、日程第１、前回会議録の承認についてですが、９月２９日の

定例教育委員会会議録の承認は、安田委員と出町委員にお願いいたしまし

た。 
 
日程第２          会議録署名委員の指名 
 
（岸田教育長）       日程第２、本日の会議録の署名でございますが、深田教育長職務代理者

と安田委員にお願いいたします。 
 
日程第３          報告事項 
 
              （１）教育長報告 
 
（岸田教育長）       日程第３、報告事項に入ります。（１）教育長報告について報告いたし

ます。１ページの行動報告に基づきまして報告いたします。 
１０月３日に開催された丹波市戦没者追悼式典に出席をいたしました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、屋外で人数

を制限して開催されました。１０月５日には、西宮市立東山台小学校に勤

務している川口校長と尼崎市立立花南小学校に勤務している永井校長先生
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の激励訪問に参りました。両名とも生き生きと元気に経営に携わっておら

れました。 
１０月７日には、中井権次顕彰会会長の千種正裕様が来庁され、「中井

権次一統を中心とした装飾彫刻探訪記」を御寄贈いただきました。学校や

図書館にも御寄贈いただき、有効に活用したいと考えております。１０月

８日には、第３回丹波市学校適正規模・適正配置検討委員会を開催し、基

本的な考え方について事務局案を提示させていただきました。今後は、こ

れをたたき台として御意見を頂くことになります。 
１０月９日には、市当局、教育委員会と兵教組氷上との話合いがあり、

市長とともに出席いたしました。また、１５日には、兵教組氷上の専門部

会と教育委員会の話合いを持ちました。報告は以上でございます。 
ただいまの教育長報告につきまして、何か御質問がありませんでしょう

か。よろしいですか。 
質問がなければ、教育長報告を終わります。 
 

              （２）寄附採納報告 
 
（岸田教育長）       続きまして、（２）寄附採納報告についてお願いいたします。 

足立教育総務課長。 
 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。今回の寄附採納報告は２件です。資料６ペー

ジでは、教育委員会に対しまして、特定非営利活動法人野生生物を調査研

究する会様から、加古川流域の自然環境を紹介する冊子「生きている加古

川」３６冊を市内小中学校や図書館において、自然体験学習や地域の自然

を理解するための資料として活用いただきたいとの趣旨で寄附申出を頂い

ております。 
次に、資料７ページでは、先ほど教育長報告にもありましたが、教育委

員会に対して、中井権次顕彰会様から、書籍「装飾彫刻探訪記」１５冊を

市内図書館、中学校の蔵書として活用いただきたいとの趣旨から寄附申出

を頂いております。 
それぞれの寄附申出に対して、市内小中学校及び図書館で活用させてい

ただくよう、ありがたく採納することといたしましたので、御報告申し上

げます。以上です。 
 

（岸田教育長）       ただいまの報告につきまして、何か御質問ありませんでしょうか。よろ

しいですか。 
なければ、寄附採納報告を終わります。 

 
              （３）令和２年度教育委員会目標管理・重点課題に係る進捗状況につい

て 
 
（岸田教育長）       続きまして、（３）令和２年度教育委員会目標管理・重点課題に係る進

捗状況についてお願いいたします。 
足立教育総務課長。 
 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。この目標管理・重点課題に係る進捗状況は、

各課の重点課題を、今年度は５月の定例教育委員会で御説明させていただ

いております。上半期が経過した１０月にその状況を御報告するものでご

ざいます。上半期の進捗状況と今後の計画等について、各担当課長からそ

れぞれ御報告申し上げます。 
最初に、教育総務課所管分でございます。別冊資料１ページのシートに
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より説明をさせていただきます。 
まず１件目が、行政教育アドバイザーの設置でございます。今年度は、

新型コロナウイルス感染症防止対策の関係から、事業着手が７月からとな

りました。金出先生には、７月３１日に青垣小学校、９月２９日に中央小

学校、１０月２１日に氷上中学校へ訪問いただき、授業参観の後に、校長

先生と面談していただいております。また、８月２５日には、教育委員協

議会として、教育委員の皆様と意見交換をしていただいたところです。同

日、政策課題アドバイスとして、市役所のデジタル化についてもアドバイ

スを頂いております。 
今後の計画ですが、学校管理職を対象にした講義、ＧＩＧＡスクールに

よる１人１台タブレット配置後に再度、学校訪問いただけるようお願いし

ているところです。 
２件目は、コミュニティ・スクールの充実でございます。学校臨時休業

等の関係もあり、年度当初から地域学校協働活動推進員の委嘱ができませ

んでしたが、９月に４名の推進員を委嘱することができました。また、内

部的には、社会教育推進に係る連絡協議会等により、まちづくり部との連

携を図り、情報や課題の共有に努めているところであります。また、９月

には、まちづくり指導員に制度説明をさせていただくとともに、地域学校

協働活動推進員の役割等に関して、意見交換を行っております。 
今後の計画といたしましては、１１月２６日開催のコミュニティ・スク

ール連絡協議会において、各校の学校運営協議会会長さん等に対して、地

域学校協働活動推進員制度の周知を行い、推進員配置に努めてまいります。 
３件目は、学校適正規模・適正配置の山南地域でございます。この項目

につきましては、統合準備委員会の開催時期が若干変更になったものの、

今年度の具体的な取組については、遠距離通学支援について調整が難航し

ているものもありますが、おおむね計画どおり進捗しております。 
次に、４件目は、同じく市島地域でございます。市島地域市立小学校統

合検討委員会を、現在まで３回開催し、どんな子どもを育てたいのか、そ

のためにどんな学校であるべきかなどをワークショップも行いながら議論

してきました。１０月１６日の第３回検討委員会において、学校に期待す

ることや育みたい子ども像を実現するために考えられる統合の種類をお示

しし、統合に関して委員それぞれの意見が出されました。その上で、統合

の是非については、１１月１８日開催の第４回検討委員会で結論を出して

いただくことになりました。 
今後の予定につきましては、この結論によって、統合準備委員会設置に

向けて調整するといった場合と、ここで一旦、議論を終結する場合と二手

に分かれてくることになろうかと考えております。 
５件目につきましては、学校適正規模・適正配置の全体でございます。

学校適正規模・適正配置検討委員会による協議は、新型コロナウイルスの

関係から開始時期が遅れましたが、その後について、詰めて協議を重ねて

きたこともあり、丹波市における適正規模・適正配置方針について、おお

むねの方向性が見出せたところです。今後の計画では、１１月１０日の第

４回検討委員会において、答申素案について協議をいただき、その結果を

１２月の定例教育委員会で方針案として御協議いただき、併せて議会にも

報告をさせていただく予定にしております。さらに年明けに素案をパブリ

ックコメントに付し、２月に最終答申、３月に方針策定する予定でござい

ます。 
以上で、教育総務課の重点課題の進捗状況の報告を終わります。 
 

（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
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（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立でございます。それでは、２ページを御覧く

ださい。学校教育課の重点施策３点について御報告いたします。 
コロナ禍において、子ども達の命を守り、一人も取り残さない教育支援

を図るため、学びの支援体制づくりと子ども達の心のケアの支援体制づく

りに全力で取り組んでおります。そのため、まずは先生方が子ども達の学

習や心のケアに注力できる環境づくりを図るため、留守番電話の運用開始、

消毒にかかるスクールサポートスタッフの全校配置、産業医の学校訪問を

実施いたしました。 
また、学力向上に関しましては、多くの先生方を集める研修は中止いた

しましたが、第２回学力向上推進会議でコロナ禍における各校の主体的・

対話的で深い学びへとつながる実践交流を予定しております。また、現在

指導主事訪問において、各校の取組状況を拝見し、学校長、研修担当と意

見交流を通じて、各校の授業改善の進捗状況の把握に努めております。 
心のケアといたしましては、現在実施しております指導主事訪問に、い

じめゼロ支援チームや必要に応じて適応指導教室指導主事が同行し、６月

訪問時にお聞きした気になる児童生徒の現在の様子を確認しております。 
中止いたしましたいじめ・暴力市民フォーラムに代わり、新型コロナウ

イルス感染症による差別や偏見を防ぎ、新しい生活様式の中でより良い人

間関係の構築を目的としたきずなづくり、元気回復メッセージ動画を作成

するとともに、コロナ感染がいじめ等につながらないよう、一人一人の人

権を大切にした教育を推進してまいります。 
次に、国際社会で活躍する人材育成を図る連続した学びの保障について

です。ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台端末の整備につきましては、

ＩＣＴ活用プロジェクトチームやＩＣＴ活用研究室において、子ども達に

育みたい資質能力や研修計画等を作成いたしました。本日、委員の皆様に

は、後ほど御説明をいたします。 
最後に、地域とともにある学校づくりにつきましては、中学校において、

夏季業期間から導入に向けた校内研修を実施しております。また、保護者、

地域を交えた熟議を１１月２０日に市島中学校で、ほかの中学校につきま

しても、１２月から２月にかけて実施予定です。また、各校のコミュニテ

ィ・スクールの交流、地域学校協働活動推進員の啓発を図ることを目的と

した丹波市コミュニティ・スクール連絡会を１１月２６日に開催する予定

でございます。以上でございます。 
 

（岸田教育長）       井尻学事課長。 
 
（井尻学事課長）      学事課長の井尻でございます。それでは、学事課からは、３ページの基

本シートによりまして説明させていただきます。学事課からは、６件の報

告内容とさせていただきます。 
まず、一つ目です。学校施設整備計画に伴う工事の推進についてですが、

二つの工事があります。崇広小学校のプールと小川小学校の東校舎大規模

工事であります。小川小学校東校舎大規模改造工事につきましては、当初、

手続としまして、６月議会で本契約を予定しておりましたが、諸経費等の

積算について誤りがあったということで、入札中止に伴う工期の変更が生

じております。また、コロナ感染症対策に伴う夏休み期間の変更等の事情

もありまして、工事期間等についても若干の延長の変更もございまして、

２月中旬までの予定となっております。工事の進捗状況を見ますと、１月

末の完成をめざして工事を進めているところであります。 
二つ目でございます。就学時健診業務についてですが、本年度から会場

を健康センターミルネとしまして、安全で精度の高い診察環境が整ったと

ころで一体的に実施するということにしております。これにつきましては、
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感染症対策を含めまして、医師会の御協力を得まして、１０月末から１２

月初旬の予定で１回当たり１００人程度の健診を予定しているところであ

ります。 
三つ目の中学校の吹奏楽楽器購入でございます。これは、吹奏楽部のな

い和田中学校以外の６中学校につきまして、予算総額で１，４３０万円の

楽器の更新をしているところであります。楽器の種類が多岐にわたること

でありますことや、マリンバ等、受注生産が必要な楽器があるということ

で、当初２月末までの納品を予定しておりましたが、来月末には全て揃う

予定となっています。 
次に、小学校無線ＬＡＮ環境工事についてでございます。現時点におき

まして、計画どおり進んでいるところであります。流れとしましては、１

月中に校内のアクセスポイントについてチェックを完了させ、１月末から

２月上旬には工事の全ての完了をめざしているところであります。今回は、

統合予定となっております和田中学校、山南中学校については、工事を行

いませんが、年内にアクセスポイントの設置を行い、同等の環境を構築し

ていくということでございます。 
また、先ほど一つ目に言いました小川小学校についてですが、大規模改

造工事との関係がございまして、ＬＡＮ工事等につきましては、完成後に

する必要がありますので、大規模工事の調整を行いながら、２月上旬まで

には完了させたいと思っています。 
続きまして、小中学校のタブレット端末整備についてでございますが、

２年度の変更によりまして、小中学校全学年分の整備となりました。これ

につきましては、兵庫県の教育委員会の共同調達により、７月３日を契約

日として調整し、１０月２３日に納品を終えました。５，１６９台のタブ

レットパソコンの設定業務が次にありますが、これも現在着手しており、

各学校のコンピューター室への搬入は、目標として１２月中下旬を予定と

して調整を行っているところです。 
続きまして、校務用パソコンの更新でございますが、品不足等の状況が

予想されていましたけれども、予定どおり１０月２３日に更新を完了して

います。 
以下、学校給食関係に関する施策については、施設の整備、食材の購入

等の調整、給食費の徴収強化等につきましても、予定どおりの内容で計画

どおり進めているところでございます。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       山内文化財課長兼図書館副館長兼美術館副館長。 

 
（山内文化財課長兼図書館副館長兼美術館副館長）  文化財課長兼植野記念美術館副館長兼中央図書館副館長の山内でござい

ます。それでは、文化財課、植野記念美術館、中央図書館におきます令和

２年度目標管理・重点課題の中間報告を基本シートに基づきまして御説明

をさせていただきたいと思います。別冊の４ページの資料をお開きいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 
まず、文化財課が所管する事業、一つ目でございますが、黒井城関係の

業務でございます。今年度予定いたしておりました整備基本計画に基づき

ます事業、登山道の途中の落石防止対策工事につきましては、計画どおり

の進捗となりまして、既に工事は完了いたしております。一方で、ＮＨＫ

の大河ドラマ「麒麟がくる」関連事業につきましては、予定しておりまし

た二つの事業のうちの一つ、奈良大学教授の千田嘉博先生の講演会を９月

５日に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、

来年度以降に延期とさせていただきました。 
なお、春日歴史民俗資料館におきまして計画いたしております企画展「丹

波市の中世城館」につきましては、当初の計画どおり開催することといた
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しております。また、関連講座を開催予定としております。 
二つ目、水分れ資料館のリニューアル、氷上回廊水分れフィールドミュ

ージアムの開館についてでございます。こちらにつきましては、年度当初

の予定どおりの進捗しております。当初の予定どおり、１２月の議会で設

置条例の上程を予定いたしております。このほど、リニューアルオープン

の日を来る３月２０日に設定いたしまして、現在はこれに向け記念式典、

記念事業の内容精査を進めている状況でございます。 
三つ目は、歴史民俗資料館の整備・統合でございます。青垣の歴史民俗

資料館の廃止につきましては、新型コロナウイルス感染防止対策を優先さ

せるということとなり、市の方針として翌年度以降の対応となりました。

また、青垣歴史民俗資料館で進めております民具調査につきましても、新

型コロナウイルス感染防止対策のため、調査の開始の時期が遅れています

が、今年度末の調査完了に向けて、現在、進めています。 
続きまして、四つ目でございますが、植野記念美術館関係の事業につい

てご説明をさせていただきます。今年度につきまして、当初、日本のポス

ター展、山本二三展のほか、計６回の展覧会を計画いたしておりましたが、

新型コロナウイルス感染防止対策のため、４月１０日から６月１日まで休

館としていた関係から、各展覧会の会期の変更が生じることになりました。

この関係で、当初、１０月２４日から１２月２０日を会期として予定して

おりました弘巌玄猊展につきましては、令和４年度に延期とさせていただ

きました。 
また、各展覧会で予定しておりました作家によります講演会やミュージ

アムコンサート、ワークショップ等の関連事業につきましては、全て中止

とさせていただきました。 
最後に、図書館につきましても、新型コロナウイルスの影響を受けまし

て、４月１０日から６月１日の間は休館といたしておりました。しかしな

がら、５月８日以降は、ウェブや電話で予約いただいた本のみを貸出しさ

せていただいていた状況でございます。 
また、シートに記載しておりますとおり、ブックスタート時におけます

図書館利用のＰＲにつきまして、現時点では、保健師のみの対応としてお

ります。これまでは図書館サポーターさんと保健師さんと一緒にＰＲをお

世話になっていましたが、新型コロナウイルスの影響で、図書館サポータ

ーの参加は見送り、保健師のみの対応といたしております。 
また、子ども司書養成講座につきましても、当初は６月からのスタート

の予定としておりましたが、９月２７日に第１回目を開催することになり

ました。また、読み聞かせボランティア等の共同開催によります各図書館

でのお話し会につきましても、４月以降、軒並み中止とさせていただきま

したが、９月以降、参加人数の制限等を設けて徐々に再開とさせていただ

いております。 
なお、新たな取組といたしまして、市民プラザとの連携事業については

１２月以降に計画をいたしております。 
以上、簡単ではございますけれども、令和２年度におけます文化財課、

植野記念美術館、中央図書館関係の目標管理・重点課題の中間報告とさせ

ていただきます。以上でございます。 
 

（岸田教育長）       小畠市民活動課長。 
 
（小畠市民活動課長）    市民活動課長、小畠でございます。よろしくお願いいたします。ページ

は５ページでございます。項目としては４点ございます。 
まず一つ目、子どもの成長を支える体制づくりということで、こちらの

ほうは、子ども会育成協議会と活躍市民によるまちづくり事業応援補助金
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の関係でございます。御覧のとおり、コロナの影響がございまして、各種

子ども会の関係事業につきましては、中止している状況でございます。た

だ、１１月２２日は、子ども科学実験教室ということで、県立柏原高校の

理科部の生徒達を中心に講師となっていただきまして、リーダー育成も兼

ねて実施する予定でございます。当初、定員２０名で募集をしたところ、

かなり反響がございまして、３６名まで増やしました。また、キャンセル

待ちの方も多い中で、こういった事業につきましては、今後も実施してい

きたいということで考えております。 
併せて、２月から３月にかけまして、子ども会の野外活動、こちらも大

人がどのように子ども達に関わっていくかという視点を持った事業を開催

していく予定でございます。 
活躍市民の補助金に関しましても実施していたわけですけれども、補助

団体につきましては、事業を実際にされているところと、コロナの関係で

事業を縮小、あるいは中止をしたところもございまして、現在、状況につ

いて調査しているところでございます。 
次に、年代に応じた様々な学習機会の提供ということで、ＴＡＭＢＡシ

ニアカレッジ、それから、ＴＡＭＢＡ地域づくり大学の二つの講座でござ

います。シニアカレッジにつきましては、コロナの影響がございまして、

高齢者を１か所に、かなりの人数を集めるとなると密を避けられないとい

うことで、今年度の事業は全て中止したところでございますが、代替案と

しまして、ラジオカレッジというものを実施しております。これも、９月

で全て終了いたしました。また、このラジオカレッジにつきましては、ど

のように講座を受けていただいたかというアンケート調査をこれから実施

していくところでございます。 
併せて、地域づくり大学につきましては、１０月３１日に開校式をしま

して、１１月から２月にかけて、六つのテーマで取り組む予定にしており

ます。また御案内をさせていただきたいと思っております。 
それから、三つ目の地域主体の学習の場づくりでございます。こちらは、

地域の高齢者学級の補助金と自治公民館活動の補助金でございます。従来

ですと、公民館活動の事業説明会というものを各地域で実施していました

が、これも３密を回避するということで、個別の相談会、あるいは申請の

受付という形で事業を切り替えたところ、対面式の事業面談では、どうや

って公民館活動を進めていけばよいのかという問合せもかなり多くいただ

き、結果的には良かったかなと感じているところです。 
こちらにつきましては、おおむね１２月から１月ぐらいには、全自治会

事業を終わられるということになりますので、今度は実績報告の受付を各

地域で実施をしていきたいと考えております。 
地域高齢者学級につきましては、コロナの中にあっても、それぞれ密を

回避するという形で学習に取り組まれている状況を確認しております。 
最後に、市民による公益活動の支援ということで、昨年１０月にオープ

ンしました市民活動支援センターにおける取組でございますが、ＩＣＴの

利活用の委託事業を９月補正で要求し議決を頂いております。オンライン

会議システムを導入しまして、オンラインによるコミュニケーションツー

ルということで、市民活動支援センターで行っていくと同時に、地域の動

きとしましては、同じく９月の補正の中で、自治協のオンライン環境整備

事業ということで、備品購入費の補助をするという事業を立ち上げました。

こちらについても、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備というものを必須の条件としまし

て、カメラ付きのパソコンであるとか、プロジェクターといったものを御

購入いただく、また、利用の方法については、市民活動支援センターと連

携して、地域のコミュニケーションツール、あるいはオンライン講座、ま

た、デジタル市役所をめざした各種手続のオンライン化を実施していく予
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定でございます。 
また、市民活動支援センターでは、中間支援を行う法人の設立をすると

いうことで、当初の基本計画の中にございましたとおり、８月２４日に総

会を行いまして、１０月に中間支援のＮＰＯ法人丹波ひとまち支援機構と

いう名称で立ち上がったところです。来年度は、こちらの法人にセンター

の委託を実施していき、行く行くは指定管理に向けた動きをしていくとい

うことになるかと思っております。 
変更点としましては、本来、１０月２２日がオープン日だったのですけ

れども、コロナの影響や選挙のこともございましたので、１２月１２日に

１周年記念イベントをプラザで開催したいと考えております。以上で報告

を終わります。 
 
（岸田教育長）       前川人権啓発センター所長。 
 
（前川人権啓発センター所長）  人権啓発センター所長、前川でございます。それでは、人権啓発センタ

ーで行っております五つの重点課題につきまして、進捗状況を報告いたし

ます。 
一つ目の人権学習支援者研修会につきましては、当初、５月から６月に

予定しておりましたが、コロナの影響で延期しておりましたものを、１１

月１１日に行う予定で進めております。内容は同じでございます。 
それから、二つ目の人権学習推進員の研修会につきましては、６月の予

定でしたけれども、これもコロナの影響で１０月に延期しました。１０月

に１５日、１９日、２０日と３回開催しまして、１５９人の出席となって

おります。内容につきましては、当初の内容では、ＳＮＳ時代における外

国人の人権ということで、ＤＶＤを視聴した後にＤＶＤを活用したワーク

ショップを実施する予定でしたけれども、人権学習がある程度進められて

いるという中での研修会でしたので、内容を変更しまして、人権学習推進

員の役割であるとか、人権学習の必要性であるとか、基本的な人権につい

ての説明を畑田指導員から行うとともに、人権啓発センターで作成しまし

たコロナの差別に対するパンフレットをお配りしまして、説明をさせてい

ただきました。 
なお、パンフレットにつきましては、各自治会で配っていただくという

ことで、大変たくさんお持ち帰りいただきました。 
それから、三つ目、四つ目の人権教育事業と人権学習交流集会につきま

しては、教育部、学校長との相談の中で、本年度、夏休みが短くなったと

いうこともありまして、今年については中止とさせていただきました。 
５点目の職場等における人権学習の推進につきましては、「きずな」の

配布であるとか、ファックスレターにより人権学習の講師派遣についての

情報提供を行っております。予定どおり進めておりまして、現在、事業所

から１件の申込みを受けております。今後についても、同じように啓発を

していきたいと思っております。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       宮野文化・スポーツ課長。 
 
（宮野文化・スポーツ課長）   文化・スポーツ課の宮野です。文化・スポーツ課につきましては、別冊

の７ページでございます。丹波市の教育、年次計画の中に関連した３項目

を記載させていただいております。 
まず１点目の文化ホール事業の充実につきましては、文化ホールは芸術

に触れる場所であり、体験する、実際、出演する場所でもあり、また、ボ

ランティアさんが関わっていただける場所として、芸術・文化の基幹の事

業だと認識しております。 
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文化ホールの事業につきましては、当初、１４事業を予定しておりまし

たが、今、７事業という形で計画を変更して行っているところでございま

す。ホールについては、５月末まで貸し館と事業を中止しましたので、６

月以降に事業を再開し、出演者等の交渉に当たった関係で、事業スタート

が遅くなりましたので減少しております。 
具体的な取組として、アマチュアアーティスト育成事業につきましては、

実行委員会でお世話になっていますけれども、今年度は中止としておりま

す。 
二つ目の市展開催事業の拡充については、アートコンペティションとい

うことで、今年度も第２回目の準備を進めておりまして、チラシ等を配布

して募集しているところです。 
②の文化・芸術サロンにつきましては、子育て世代、芸術文化団体を対

象とした研修会については、回数を減らして実施する予定にしております。 
子どものスポーツ機会の拡大による健全な心身の育成につきましては、

スポーツ協会の研修会は中止としておりますが、９月にはグラウンドゴル

フ、１０月２５日にはトレッキングを行いまして、徐々に活動を開始して

いるところでございます。この３事業につきましては、コロナウイルスの

感染防止対策を行いながら、少しずつ事業を行っているというところでご

ざいます。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       各課、説明が終わりました。何か御意見、御質問がありましたらお願い

します。どの課からでも結構ですので、よろしくお願いします。 
出町委員。 

 
（出町委員）        教育委員の出町です。学校教育課のコミュニティ・スクール関係で少し

お聞きしたいのですが、今年度、コミュニティ・スクールのフォーラムが

開催中止ということで、その代わりに、コミュニティ・スクールの連絡会

を実施するということですけれども、この連絡会はコミュニティ・スクー

ルの代表の方だけが集まるのか、コミュニティ・スクールの委員の方が、

どなたでも人数制限なく参加できるものなのか、その辺りについてお聞き

したいと思います。 
フォーラムの場合であれば、非常にたくさんの方と共有できますけれど

も、推進員連絡会の代表の方が集まるのであると、そこから各学校のコミ

ュニティ・スクールで共有していくという時に、うまく伝わるかどうかと

いうのがあるので、その辺りどの様な体制を考えておられるのでしょうか。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立でございます。参加要請は、学校長と学校運

営協議会の委員長さんとしております。目的としましては、地域協働活動

推進員の啓発も兼ねているのですが、委員長さんの資質向上を一つの目的

としておりますので、いろいろなコミスクの中で、それぞれ独自の取組が

ありますので、交流いただくことで委員長さんがどの様な働きをされてい

るのかという辺りも、取組の中で発表いただくようにしております。でき

ましたら、フォーラムのように広く周知してまいりたいのですが、今回は

そういう形での開催を思っております。以上です。 
 
（岸田教育長）       出町委員。 
 
（出町委員）        ありがとうございます。もし可能であればですけれども、各委員長の資

質向上ということもありますけれども、そういった会議の様子というのが、
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オンラインでほかからも状況が見られるとか、どの様なやりとりをしてい

るのかというのを、何か共有できるような仕組みがあると、さらに効果的

であるのかなということがありますし、今後の対策を考えて、そういった

ことがもう少しオンライン上で、連絡会以外でも各校のコミュニティ・ス

クールの取組が共有できるような仕組みも作っておくというのも必要なの

ではないかと思いますので、できれば御検討いただければと思います。以

上です。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）   ありがとうございました。Ｚｏｏｍ等での交流と情報発信につきまして

は、今後検討していきたいと思います。以上です。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  まず、教育総務課のコミュニティ・スクールの充実というところで推進

員を４名配置しましたとあります。６校の予定だということですけれども、

４名はどちらの学校なのか、また、あと２校についての予定をお聞かせ願

えればと思います。 
 
（岸田教育長）       暫時休憩します。 
 

（休憩） 
 
（岸田教育長）       再開いたします。 

足立教育総務課長。 
 
（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。９月に４名の推進員を配置した学校運営協議

会につきましては、東小学校、南小学校、西小学校、そして青垣小学校の

４校です。青垣小学校は青垣中学校も兼ねた運営協議会ということになっ

てございます。以上です。 
 
（深田教育長職務代理者）  あと２校の予定はどうでしょうか。 
 
（岸田教育長）       足立教育総務課長。 
 
（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。本年度は６校ということをめざしておりまし

たが、特に年度当初からこの学校にということを決めているわけではござ

いませんので、学校の実情に応じて推薦を頂けたらということにしており

ましたので、現時点では、あとの２校は決まっておりません。以上です。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。学事課から御説明いただきましたＬＡＮ環境の整

備のところですけれども、和田中と山南中学校に関しましては、統合のこ

とがあるので整備をしないという説明があったかと思いますけれども、中

学校が統合するまでの間は、どのような形でＬＡＮ環境、ＧＩＧＡスクー

ルの実施に向けて体制を作っていくのかというところを御説明いただけれ

ばと思います。 
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（岸田教育長）       井尻学事課長。 
 
（井尻学事課長）      学事課長の井尻でございます。先ほどお尋ねいただいたとおり、工事は

実施しないのですが、環境としましては、アクセスポイントを配置して、

それに伴うＬＡＮ配線等をするということにしております。対応について

は、学事課の職員等によって対応をさせていただくということであります。

環境としましては、アクセスポイントを設置して、支障のない同じ環境を

作ることにしております。年内中に、アクセスポイントのチェック等もし

っかり対応していくこととしております。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。ありがとうございます。工事としてはしないけれ

ども、それとは別で、同じような内容のことをしますということでいいで

すか。 
 
（井尻学事課長）      はい。そのように確保します 
 
（岸田教育長）       他にありませんか。 

深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  深田です。学校教育課の項目で、国際社会で活躍するという項目ですが、

「幼児教育・保育については」というところがあります。従来からも、幼

小連携の中で、丹波市はこども園になって、いろいろとつながりが課題だ

ということを言われていたわけですが、このコロナの中で、研修もある程

度行われているようでありますが、学校教育課として、この幼小連携に関

して、どのように進んでいるのか。また、小学校へのつながりはどうある

のかということを、少し聞かせていただければと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立でございます。自己点検のところでも詳しく

お話をする部分があるとは思いますが、認定こども園の小学校へ向けての

アプローチプログラムにつきましては、作成が少しずつ進んできておりま

す。ただ、園内研、いわゆる指導主事が認定こども園に行って、保育・教

育の資質向上を求めていますが、その時には分かってもらって、一つ階段

を上ったようになるのですけれど、また１か月後に行かせてもらった時に

は、また同じ階段のところにいるというようなことで、なかなか前へ進ま

ないというのが現実でございます。 
その原因としましては、やはり小学校や中学校のような研修体制という

のが認定こども園には無いということで、今回はバスでの研修を中止した

のですが、いわゆる研修担当とか主幹教諭さんの力量形成をしていくこと、

まずは園の研修を継続して、持続可能なものにする部分だと思っておりま

すので、来年度も注力していきたいと思っております。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  深田ですが、最後の文化・スポーツ課に関してですけれども、施設関係

は、収入等々が全国で落ち込んでいるということを聞いているのですが、
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丹波市に関しては、どんな感じでしょうか。例えば、コロナで休業する以

前、それから再開後、例えば、文化ホール等の事業がありますが、その辺

りでだいたいのところで結構なので教えていただけたらありがたいと思い

ます。 
 
（岸田教育長）       宮野文化・スポーツ課長。 
 
（宮野文化・スポーツ課長）   文化・スポーツ課の宮野です。コロナの前と後ということですが、３０

年度につきましては、３９６万円というのが、貸館と実施事業になります。

貸館につきましても、３０年度については３９６万円ですが、元年度につ

いては、少し、２月、３月が落ち込んでおりますので、これについては３

１９万円が貸館の収入になっております。 
事業収入についても同様に、少し落ちているところでございます。現在

については、先日の市の会議で、大声を出さないホールの講演会などにつ

いては定員１００％以下ということですけれど、６月の再開から１０月中

旬までは、定員の５０％以下という形になっていましたので、収入につい

ては、やはり減少しているという状況でございます。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんでしょうか。 

それでは、なければ、この項を終わらせていただきます。 
 

日程第４          協議事項 
 
              （１）令和３年度教育委員会自己点検・評価報告書（令和２年度中間報

告）について 
 
（岸田教育長）       それでは、日程第４、協議事項に入ります。（１）令和３年度教育委員

会自己点検・評価報告書（令和２年度中間報告）について、事務局より説

明をお願いします。 
足立教育総務課長。 

 
（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。それでは、令和２年度実績見込みに基づきま

す令和３年度教育委員会自己点検・評価報告書の中間報告を、別冊の資料

により説明をさせていただきます。別冊資料の目次を御覧ください。 
ここに挙げている施策は、令和２年度丹波市の教育実施計画に掲げてい

ます三つの基本方針、２０の施策であります。そのうち、重点施策につき

ましては、次世代を生き抜く学力の育成を始め、８施策を掲げています。

それぞれの施策について、現時点で何ができていて、何ができていないの

か、できていないものについて、今後どうしていくのか、改善点について

は、来年度の施策にどう反映するのかを中心に、各担当課長から説明させ

ていただきます。 
説明につきましては、基本方針単位で行い、その後に質疑等を頂きたく

存じます。なお、先ほどの報告事項であります目標管理・重点課題にかか

る基本シートで説明した事項と重なる部分については、省略させていただ

くものもありますので、御了承ください。 
それでは、１「生きる力を育む学校教育の推進」の７施策の説明に入ら

せていただきます。 
 

（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）   次長兼学校教育課長、足立です。それでは、１ページを御覧ください。
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（１）次世代を生き抜く学力の育成についてです。 
ここまでの実績といたしましては、６月に開催した学力推進会議におい

て、臨時休業中の学力保障について協議を行いました。現在は、各校にお

いて新しい生活様式の中で、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善を行っております。 
取組の評価といたしましては、臨時休業中に積極的にＩＣＴを活用して

学習支援を実施したことや、再開後の授業においても、組織的な授業改善

の取組を実施していること、また、英検チャレンジ事業の受検率、初めて

実施しました英検チャレンジ応援隊による英検対策学習会の参加者数を鑑

みて、評価はＡとしました。 
ただ、臨時休業中には、児童生徒が主体的に学習に取り組むことに課題

があったことから、今後の取組といたしましては、自学自習をするための

学びに向かう力の育成を、今後導入予定であります１人１台のタブレット

端末を積極的に活用すること、また、主体的・対話的で深い学びに向けた

授業改善を推進することで図ってまいります。 
中学校３年生のオンライン学習、進路の不安ということで、スタディサ

プリを導入したのですが、この活用についても、学校間で差があることか

ら、再度、活用方法や活用事例紹介を行う研修会を近々開催する予定です。 
続きまして、３ページを御覧ください。 
豊かな心の育成です。豊かな心の育成につきましては、コロナ禍である

ことを重視し、教師と児童生徒の信頼関係や児童生徒同士のつながりを深

め、誰もが安心して学ぶことができる居場所づくりを進めるため、学級経

営研修会、不登校対策教員研修会、「絆づくり」「元気回復」メッセージ

動画を行っております。本年度、いじめゼロ支援市民運動で応募しました

標語につきましては、過去最多となる１，４９２件の応募がございました。 
取組の評価といたしましては、いじめ報告相談アプリ「ＳＴＯＰ ＩＴ」

に２１名の新規登録があり、継続的にやりとりをし、人間関係の改善や、

自ら身近な大人に相談できた生徒がいましたが、指標にあります「いじめ

にあったときに誰にも相談しない」と回答する児童生徒の割合が高いこと

から、自己評価はＢといたしました。 
今後、コロナ感染によるいじめや差別・偏見を防ぎ、より良い人間関係

の構築ができるよう、繰り返し学校長に指示するとともに、新しい不登校

を出さないために、関係機関との連携を図りながら、日常的な相談体制を

確立し、早期発見・早期対応に努めてまいります。 
続きまして、５ページを御覧ください。 
健やかな身体の育成につきましては、臨時休業中に武庫川女子大学と連

携して作成したトレーニング動画などを活用し、各家庭において体力向上

に取り組むことができるよう、丹波市教育委員会ホームページに記載し、

活用を進めてきました。 
取組の評価といたしましては、感染対策を行った上で、食育指導、防災

教育を実施しております。また、体力向上に関しましては、専門性にすぐ

れた地域人材、中学校教員を体力アップサポーターとして、昨年度より多

くの小学校１８校に派遣し、運動への興味・関心、体力向上へ向けての取

組を始めたところです。現時点での評価はＢとしております。 
今後の取組といたしましては、食育に関しては、給食等でマスクを外す

機会は感染リスクが高いことの指導を徹底するとともに、生活習慣や食に

関する自己管理能力が身につくよう、栄養教諭、養護教諭、また、関係機

関と連携を図りながら進めてまいります。 
続いて、７ページを御覧ください。 
（４）丹波市のフィールドを生かした教育の推進です。たんばふるさと

学につきましては、各小学校で実施時期や方法を工夫し、学校支援コーデ
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ィネーターを中心に、たんばふるさと学を実施しております。交流学習「竜

学」は、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、本年度は実施できま

せんでした。 
取組の評価としましては、氷上回廊水分れフィールドミュージアムを用

いた学習、アントレプレナーシップ教育の推進、丹波竜大好きプロジェク

トの現地学習の代替方法につきましても、現在、進行中や取組を始めたば

かりであることから、評価はＢといたしました。 
今後の取組といたしましては、交流学習「竜学」は、令和３年度実施に

向け、今後、相手先との調整を図ってまいります。氷上回廊水分れフィー

ルドミュージアムの活用に向けては、文化財課との連携を図りながら、フ

ィールドエデュケーション研究室において、丹波市のフィールドを生かし

た教育ガイドの作成を進めます。 
アントレプレナーシップ教育につきましては、研究指定校である春日中

学校のまとめを教職員に周知してまいりたいと考えております。 
続きまして、９ページを御覧ください。 
（５）幼児教育・保育の推進につきましては、先進的実践園への視察に

ついては、コロナ禍で実施を中止しましたが、保育者の専門性の向上や実

践的指導力の向上を図るキャリアアップ研修、公開保育研修を実施してお

ります。また、９月からは、園内研修に指導主事の派遣を再開し、昨年度

作成したリーフレットを活用しながら、保育者の関わり方を考える研修を

進めております。 
取組の評価といたしましては、各種研修会は、専門性の向上を図る機会

とはなっています。また、園内研修を計画的に行うための体制の整備がさ

れてはきましたが、日常的に学び合う意識の醸成が課題です。取組の評価

としましては、Ｂとしました。 
今後の取組といたしましては、保育士さんの専門性や指導力の向上を図

る研修を継続し、実施することや、指導主事派遣により各園のアプローチ

プログラムの作成を推進してまいります。また、多様な保育ニーズに対応

するため、認定こども園園長会や健康福祉部子育て支援課など、関係機関

との連携を図りながら、幼児教育・保育の質の向上をめざしてまいります。 
続きまして、１１ページ、（６）一人一人のニーズに応じた教育の推進

につきましては、就学前から卒業後も切れ目なく一貫した指導や支援を受

けられるよう、支援体制の整備充実を図ることを目的にし、令和３年度就

学予定者に対する教育相談については、コロナ禍において、電話による教

育相談を実施いたしました。現在、就学・入級に向けて、認定こども園を

訪問させていただいております。 
また、６月には不登校など、教育的支援が必要な子ども達の学びの充実

のため、丹波市教育支援センターレインボーの指導主事及び教育相談員に

よる小学校の訪問を実施いたしました。 
取組の評価といたしましては、特別教育支援セミナーにより、通常学級

に在籍している児童生徒への指導の在り方や、本日、第２回特別支援教育

セミナー講師として、大阪市立大空小学校初代校長、木村泰子さんの講演

により、インクルーシブ教育についての理解を深める取組を行っておりま

す。評価はＢといたしました。 
今後の取組といたしましては、児童生徒の就学に係る縦だけではなく、

横の連携といたしまして、丹波市特別支援連携協議会を実施し、福祉、就

労、居場所などについて情報共有し、切れ目のない支援の実施に向けて取

り組んでまいります。 
また、レインボーに通っているお子さんにつきましては、オンライン学

習ソフトを活用し、個別の学習支援を推進してまいりたいと考えておりま

す。 
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最後に、１３ページ、（７）人権教育の推進につきましては、昨年度末

に実施いたしました人権に関する教職員への意識調査では、同和教育に関

して、２０代の教職員の関心度がほかの年代の教職員より低かったことか

ら、３年以内の教員を中心に、今年度も同和問題を柱に学びを実践につな

ぐことを重点に置き、講義やグループ協議による研修を実施いたしました。 
取組の評価といたしましては、小学校の人権交流集会については、これ

までのように一堂に会することを避け、Ｚｏｏｍを活用した交流を実施し

た地域もありました。中学校のデートＤＶ授業は、授業時間の確保の観点

から、取組を縮小しながらも実施していることから、評価はＢといたしま

した。 
今後の取組といたしましては、人権教育研修会につきましては、今後も

同和教育を柱に置き、事業実践や学級づくりに生かせる研修を実施してま

いります。また、小学校人権交流集会や中学校のデートＤＶ授業について

は、今年度の取組を把握し、好事例の紹介など、情報の共有に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 
 
（岸田教育長）       説明が終わりました。何か御質問ありませんでしょうか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。５番の幼児教育・保育の推進で、令和２年度の実

績の中で、アプローチプログラムを作成する園が増えているということで

説明がありましたが、実際、下の指標の中には、実績値は未調査となって

いるのですけれども、今の時点で、どのぐらいの園が増えているかという

ことを教えていただければと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立です。現在のところ、作成している、完了し

ているのは２園でございます。ただ、作成途中というところや、作成に向

けて動き始めている園が３、４園あると聞いております。これにつきまし

ては、今後、指導主事が入って、どのようなアプローチプログラムになる

のが良いかということも指導してまいりたいと考えております。以上です。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

安田委員。 
 
（安田委員）        教育委員の安田です。１ページ、２ページですけれども、オンライン学

習でのアプリの活用について、今後、いろいろと検討されると思いますけ

れども、実際に中学校３年生の子ども達がアプリをどれだけ使用して、例

えば、使用できなかった理由を子ども達に聞いてみて、使いやすかったの

か、使いにくかったのか、その理由を具体的に改善案に入れていただきた

いのと、使えなかった理由の中で、分からないなら分かるように指導する

方法ですとか、アプリを使って学習が進められた子どもさんは、どうして

それができたのかという特徴をしっかりつかんで、今後の教育に検討して

いただきたいと思います。以上です。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）   次長兼学校教育課長、足立です。ありがとうございます。中学校３年生

を担任されている先生方を対象にした研修会を実施するのですが、その中

でも、学校の中には宿題の配信であるとか、定期的な土日のときだけアプ
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リを使った宿題を出しているというような好事例もございますので、その

辺りのことも共有させていただきたいと思っております。 
また、使えなかった理由、これについても、学校への聞き取りを実施し

てまいりたいと思っております。ありがとうございました。 
 
（岸田教育長）       ほかにありますか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。先ほどの件で、もう一度お聞かせいただきたいの

ですけれども、アプローチプログラムの推進で、現在作成中が３園から４

園で検討ということで、今後の取組の中にも、各園のアプローチプログラ

ムの作成を推進しますと書いているのですが、具体的にはどのように各園

に対してアプローチしているのか、作ってくださいねというようなお願い

なのか、推奨しているレベルなのか、教育委員会からの働きかけを、どの

様な形でしているのかを聞かせいただければと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立です。昨年度、今年度と認定こども園ふたば

さんと中央小学校が認小の連携推進事業ということで、研究指定をしてお

ります。この中で、アプローチプログラムだけではなくて、いろいろな交

流を図ってほしいということで、いろいろな取組はしていただいていると

ころですが、園の先生方を招いて、本当は園内研修という形で研究発表を

する予定でしたが、それについてはコロナの中でかなわないということで、

紙面での発表としております。その中で、アプローチプログラムの部分も

入ってくると考えておりますので、その辺りからも広げていきたいと考え

ております。以上です。 
 
（岸田教育長）       出町委員。 
 
（出町委員）        ということは、紙面での紹介ということなので、これからそれ以外の方

法も使って、各園に推進していくという理解で良いのですか。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  はい。 
 
（岸田教育長）       よろしいですか。ほかにありませんでしょうか。 

深田教育長職務代理者。 
 

（深田教育長職務代理者）  深田ですが、まず、４ページの豊かな心の育成のところで、取組の評価

がＢになっている。評価がＢになるもとは、いじめにあったとき「誰にも

相談しない」という数値が低くなっているとありましたが、思いとしては、

結果的にこういう数字で出ていますが、教育委員会の取組としては、いろ

いろなことをしておられるし、Ａ評価でも良いかなという気がしています。

限りなくＡに近いのかなという思いがしますので、その辺りまた検討いた

だいたらと思います。 
それと、もう一つは、１４ページの人権教育の推進の今後の取組、改善

策等のところで、中学校において引き続き、デートＤＶに関する調査を実

施とありますが、先ほどからいろいろなところで話が出ていますが、やは

りＳＮＳを通じたデートＤＶのことや、いじめが多くなってきますので、

単独でこの様に取り出して課題を持っていくのも良いと思いますが、この

調査等も活用して情報モラルとの関わりを強めていただいたらありがたい
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なというのがあります。 
それと、この１４ページのところでは、取組の評価がＢになっています

ね。Ｂの評価は、教職員の中で同和教育への意識が深まっていないという

ところが説明では聞こえたのですけれども、この辺りのアプローチとして、

取組はしっかりしていますよというところと、全然理解していませんでし

たということの差で、Ｂ評価が出てきていると思うのですが、アプローチ

としてはしていますよというので、これも限りなくＡに近くても良いのか

なというところがあります。 
ただ、実績として、同和教育が少し不足しているという様なところが出

てきているのではないかと思います。その不足している分というのは、例

えば、大学教育での人権教育の取組とか、いろいろなところが変わってき

つつありますから、一概にこのことだけを取り上げて、これはもう駄目だ

ということではなくて、教育委員会の取組は取組として、先生方の人権へ

の知識量・情報量はまた別問題として捉えていただいたらありがたいなと

思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  ありがとうございました。４ページの「豊かなこころの育成」、それか

ら、１４ページの「人権教育の推進」については、評価していただいたこ

とを感謝しております。また今後、御指摘や御意見をいただいたところを

考えてまいりたいと思っています。 
ただ、ＤＶやいじめ等、ＳＮＳを通じた部分について少しつけ加えをさ

せていただいておきます。今年度は、豊かな心を育む講演会というような

ことで、今まで中学校のみに予算化していた部分を小学校にも拡大し、情

報教育とか情報モラルについて学ぶ機会に予算をつけております。これに

つきましては、学校でうまく活用していただいております。 
また、それ以外にも、丹波警察署などから、情報の講演をしていただい

て、ＰＴＡも含めて講演している小学校、中学校も多くございますので、

この辺りについては、繰り返しすることが大事であると思っておりますの

で、その辺り今後も取組を強化してまいりたいと思っております。ありが

とうございます。 
 
（岸田教育長）       深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  深田ですが、最後に一つ質問ですけれども、英検チャレンジ応援隊の学

習会１００名そのうち９７％が受けましたという説明でありますが、チャ

レンジ応援隊の活動等を教えていただけますか。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立です。英検チャレンジ応援隊につきましては、

英検対策、特に塾等で学習ができないお子さんを対象にした英検対策とい

うことで中学校の生徒に募集をかけました。集まったのは１０４名でござ

いました。この講師となったのが、ＡＬＴ、地域ボランティア、それから、

イングリッシュボランティアということで、無償で小学校や外国語活動等

に活動いただく方で、参加していただいている方もいらっしゃいまして、

総勢１０人を超える講師の方から、記述の問題や会話でのやりとりなどの

練習を２時間ほど、各級に分かれて実施をいたしました。３級以上の取得

者については、１００名のうちの６４、５名が３級以上を受検したいとい

うことです。また、４級、５級についても、各中学校から参加者が来てお
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りましたので、前向きに自分でやろうとしている気持ちを地域やＡＬＴが

支えていくという取組を今後も続けていきたいと思っております。以上で

す。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。目標管理の基本シートで、中間報告を受けた中で、

研修などがコロナの関係で中止になっているということがありました。今

後の取組や改善策の中で、当然、コロナを意識した書き方が必要になって

くると思います。全体を見ると、その様な書き方ですけれども、特に研修

に関しても、非常に重要なところだと思いますので、コロナで今後どうい

う状況になるか分かりませんけれども、オンラインなどの対策をとってい

くことを、どこかに書いていただけると良いのかと思っておりますので、

子ども達の学習も大事ですけれども、先生方の研修なども止まらないよう

な対策をとっていただければと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）   ありがとうございます。今後の取組、改善策の中にオンラインによる明

記をさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。 
 
（岸田教育長）       安田委員。 
 
（安田委員）        教育委員の安田です。７ページのキャリアパスポート、キャリアノート

について、お聞かせいただきたいのですけれども、キャリアノート自体は、

学校から持って帰ってきて、私も記入することもあるのですけれども、キ

ャリアノートを活用して、どのように児童が変化したのかという事例など

があれば、お聞かせいただきたいと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）   次長兼学校教育課長、足立です。キャリア教育は、今の自分とその次の

自分を振り返ってみて、授業等でしたら１時間単位の振り返りとなります

が、大きなスパンで見たり、一つの行事を通して見たり、子どもがどのよ

うに成長してきたかを見るという部分です。各校においては、キャリア教

育という名前が出る前から、それぞれの行事や学習で大きな１年間の振り

返りを作文に書いたり、それぞれ通信に返したりとか、いろいろなことの

取組をしております。 
キャリアノートについても、保護者と共有して、それから、子ども自身

もこんな行動をしているよというような点がキャリアノートの良さである

かなと思っておりますので、今、的確な好事例というのが挙げられないで

すけれども、いろいろな取組の振り返り、それを返していくということが、

やはりキャリア教育を進める中で一番大事なことかと思っておりますので、

その辺りを学校では取組を中心にやっていると考えております。以上です。 
 
（岸田教育長）       ほかにありませんか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。２ページのところですけれども、これまでの教育

委員会の中でも議論があったと思いますけれども、休業期間中に家庭学習
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などの中で、各校で様々な取組み差があったという報告があったと思いま

すけれども、それを受けたこの取組の評価の中でも、取組について学校間

でいろいろ差がありますということが書かれております。 
今後、取組の中で、授業改善ということも書かれていますけれども、実

際には、各学校間での差というのは、再開した後、より明確に見えてくる

のではないかと思いますけれども、そういったことを把握されているのか

ということと、そこに向けて今後、学校間の差がもし出てきているのであ

れば、それに対する具体的な取組の対策として、どのようなことを考えて

おられるのかを、聞かせいただければと思います。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立です。把握につきましては、今、指導主事訪

問で各校を回っております。昨日も教育長にお話をさせていただきました

が、中学校では、子ども達へのチョークとトークの指導というよりも、学

習の支援という形で、学びの形が徐々に変わってきているということを大

きく感じております。 
この辺り、学校長も学習は指導ではなくて、支援していく時間とか、支

援して、子ども同士が自分たちを学び高める時間をどう確保するかという

ことを中心に、授業展開しているということを言っておりますので、その

辺りがやはり大事になるかなと思っております。これについては、課の中

でも共有しております。 
今後、特に情報モラルを含めた情報活用能力であるとか、そういった取

組ですが、休業中にほとんどの学校で、動画の配信や双方向の授業の取組

を進めました。その中で、ＩＣＴ活用推進委員会などの学校独自の取組が

立ち上がっております。もちろん、校務分掌の中に、情報教育担当という

のがいるのですが、それを拡大したような取組を研修担当と一緒に含めて

しているのがほとんどです。 
今後、ＧＩＧＡが導入されますので、ＧＩＧＡスクール構想委員会へ移

行させていきたいという学校長がほとんどでしたので、そういった中で取

組を進めてまいりたいと思います。今後は、その辺りの支援も学校教育課

としてもしてまいりたいと思っております。以上です。 
 
（岸田教育長）       出町委員。 
 
（出町委員）        ありがとうございます。教育委員の出町です。対策として、オンライン

の部分に関しての対策について御説明いただいたかと思いますけれども、

実際にそういった学力という部分で、恐らく各学校の中でも結構出てきて

いるのかと思いますけれど、そういったところに関する対策はいかがでし

ょうか。 
 
（岸田教育長）       足立次長兼学校教育課長。 
 
（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立でございます。学校間の格差、これを埋める

方法としまして、一つは、学力向上推進会議を年３回実施しております。

もうすぐ第２回を実施します。これにつきましては、学校で主体的・対話

的で深い学び、どのようにして子ども達が自分たちで考えたり探求したり

というようなことに向かっていく、問題解決的な学習であるとか、そうい

う取組をどのようにして仕組んでいくか、交流や悩みも情報交換できると

いうところが利点です。 
それと、各校の研修担当が自分たちの実践を持ち寄って、協議をできる



 

- 20 - 

場があるところも売りだと思っておりますので、この中で学校間格差を埋

めていくような方法に取組みたいと思います。また、指導主事訪問をして

おります。今回は、研修はほとんどオンラインでしておりますので、出張

等がなくなった分、オンラインで近くの学校と情報交換をよくしていると

いうことで、各校の良い取組であるとか、こういう取組をして授業が良く

なってきたようなことを聞いて、すごく参考になったということを訪問等

でもお話しいただく研修担当がいらっしゃいましたので、そういった活用

も積極的に広めていきたいと思っております。以上です。 
 

（岸田教育長）       補足すると、格差というのが、私は三つあると考えています。一つは、

今言われたように、学力格差。それは確実に出ていると思います。１２月

に丹波市の定着度調査をしますので、多分、はっきりと見えてくるので、

どの程度学校間格差が開いているのか、どの部分が落ちているのかという

ことが一つ。 
それから、もう一つ、教育の格差、いわゆる家庭ですね。３か月の間で

子どもの学力、学習を見られた家庭と、それどころではない家庭との差。

３か月間の過ごし方は相当大きいと考えています。 
もう一つが、最近よく言うのが、校長間格差。校長自身が、お上の御意

向を聞くとか、あるいは、横並びするとかという校長では、おそらく学校

は変わらない。やはり自分で考えて判断する。例えば、卒業式、入学式が

できなくなった。修学旅行できなくなった。では、どういう方向をするの

かという、自分の学校の実態を見て決めていく力があるのかないのかとい

う点ですね。 
一つは、いろいろありますが、家庭の教育力の部分をどうするかという

のは、一つ大きな課題。学力は調査で見えるので、それの計画をきっちり

立てていく。校長については、こちらから指導できるので、家庭の中の部

分をどの様にしていくのか、これは、貧困の問題とも相関してきますけど、

一つの大きな課題かなと思っています。 
それで、一つは、英検のチャレンジもそうですけど、やはり今回、コロ

ナを振り返ってみると、きちんと塾に行けている家庭の子は、それほど学

力が落ちていないというのが全国調査で分かってきています。やはり問題

なのは学力で、学校にも行けなくて、塾にも行けていない子ども達。その

辺りの学習を、別の教育委員会では、学習塾と連携しているところがあり

ますが、例えば丹波市ですと、放課後のがんばりタイムとか、個別指導と

いった辺りの学力保障をどうするかという辺りで、学校間格差が出ないよ

うにしていきたいというところです。補足になりました。 
ほかにありませんか。よろしいですか。 
では、ないようですので、２章に行きます。お願いいたします。 
足立教育総務課長。 
 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。それでは、資料１５ページ、家庭教育の充実

について御説明を申し上げます。 
１５ページの令和２年度の実績欄では、丸の一つ目です。今年度から市

長部局へ移管された子育て支援課との連携による事業実施を挙げておりま

したが、連携した事業実施というのは、現時点ではできておりません。そ

れから、丸の二つ目、コミスクの熟議につきましては、各校、新型コロナ

の影響から実施を控えておられる、あるいは、臨時休業等の影響もあって、

現時点で開催ができていないという実態がございます。 
それから、丸の三つ目、ＰＴＡ会員を中心とした研修となりますが、青

少年育成研修会並びにＰＴＣＡ活動実践交流大会につきましては、コロナ

禍ではありますが、来る１１月２９日に開催するよう、ＰＴＡ連合会で準
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備を進めていただいております。 
取組の評価といたしましては、丸の二つ目の後半です。先ほど申し上げ

ましたＰＴＡ連合会が主催される研修会でありますが、従前のように動員

をかけてというような参加はしにくいということもあって、できるだけＰ

ＴＡ会員が広く呼びかけて、参加を募っている状況で、そういった取組に

ついては、今まで行っていなかった、地域に広く呼びかけるというような

取組ができつつあるところでは、一定の評価ができると思っております。 
最後の今後の改善点といたしましては、丸の一つ目です。先ほど申し上

げました子育て支援課との連携につきましては、やはり市長部局へ移管さ

れたというものの連携を図っていくこととしておりますので、基本的な生

活習慣が乱れつつあるという状況もある中で、そういったところを中心に

子育て支援課と連携をして、啓発を行っていきながら、家庭教育に関する

情報を発信して、家庭における教育力の向上を図っていきたいと考えてお

ります。 
また、丸の二つ目では、各校のコミュニティ・スクールにおける熟議な

どについては、今後、来年度も含めてですが、取組状況を十分に市教委と

しても把握をして、開催の後押しを行うなど、取組の推進に努めていきた

いと考えております。家庭教育については以上でございます。 
 

（岸田教育長）       小畠市民活動課長。 
 
（小畠市民活動課長）    失礼いたします。市民活動課長、小畠でございます。ページでは１７ペ

ージ、地域の将来を担う人づくりというところで、担当課としましては、

市民活動課、また、文化・スポーツ課の２課による説明とさせていただき

たいと思っております。 
まず、市民活動課では、地域で子どもを育てるという観点から、子ども

の成長を支える活動に参加する大人を増やしていきたい、こういった思い

の中で、大人に対するアプローチというところで、事業実施であるとか、

補助金の交付を考えています。 
主な取組としましては、先ほども説明いたしましたが、今年度、なかな

か子ども会育成協議会の事業ができていない中で、１１月に子ども科学教

室を、大人も参加できるという目的で、保護者同伴で実施をするというと

ころでございます。 
あと、補助金関係につきましても、子どもを対象とした取組の提案を頂

いているところもございますが、こちらも進捗を今、確認をしているとこ

ろでございますので、コロナの影響によって中止というところもあるかな

というところでございます。 
１８ページの取組の評価のところで、一つ目の丸では、子ども科学教室

につきましては、柏原高校の理科部の学生にお世話になるということでご

ざいますが、まだ実施できておりませんので、具体的な内容については、

想定して書いておりますが、実施後のアンケートも行いながら、内容を記

載していきたいというところですので、評価につきましては、これから変

わってくるところがあるかなと思っています。 
今後の取組と改善点でございますけれども、実際に子ども達の成長を支

える活動に参加する大人を増やしていきたいという思いはある中でござい

ますが、事業を実施する中で、大人自ら気づきが得られるような仕組み、

あるいは仕掛けを作っていきたいと思っていますけれども、市民活動課で、

子ども会の育成協議会の事務局をさせていただいておりますが、子ども会

組織そのものが非常に脆弱であるということもございますので、こういっ

た点については、地域等のつながりも非常に薄いというところもございま

すので、一定の整理を今後、行っていきたいと考えています。 
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続いて、１９ページ、２０ページでございます。学びの成果を生かせる

社会教育ということで、こちらでは、地域課題については、自分たちで考

え、自分たちで解決をする、そういった学習成果を地域に還元していく、

そういう流れを持った事業を取り組んでいきたいということで、シニアカ

レッジ、それから、地域づくり大学、市民活動支援センターの事柄につい

て記載させていただいております。 
令和２年度の実績では、先ほども申し上げましたＴＡＭＢＡシニアカレ

ッジにつきましては、新型コロナウイルスの影響によりまして、全ての事

業を中止しております。その中で、代替する案としまして、家庭の中でも

気軽に学習することができるＦＭ８０５たんばを活用しましたシニアカレ

ッジラジオ教養講座を実施しております。 
また、地域づくり大学では、１０月３１日を開校式といたしまして、今

後、六つのテーマで進めていきたいと考えております。 
市民活動支援センターでは、こちらもコロナの影響で、かなり来場され

る方も少なくなり、なかなか思うような事業が取り組めないというところ

がございましたけれども、改めてオンラインやＩＣＴの活用による事業の

展開も今後はしていくということで、上半期の実績につきましては、ほと

んどの事業が行えていないようなところでございます。 
２０ページの取組の評価でございますが、ラジオカレッジを実施いたし

ましたけれども、実際、どれぐらいの方が視聴されたのか、また、そのラ

ジオをお聞きになったことで、どのように自分の生活が変わっていったの

かというようなアンケートを今後、実施をしていきますので、その評価を

この中には入れていきたいと思っています。 
地域づくり大学に関しましても、今からの事業となりますので、記載は

改めさせていただきたいと思っております。 
併せて、新しい生活様式に合わせた新しいコミュニケーションツールで

あるというオンライン会議、オンラインが全て解決するわけではないです

けども、一つのツールといたしまして、市民プラザに環境を整えていった

ということ、また、地域の自治協議会にも環境を整えていったということ

がございますので、そういったことを行いながら、今後、活用していきた

いと考えております。 
最後に、今後の取組の改善策等でございますけれども、コロナの関係で、

出会って学ぶということの重要性が非常に大事だということが実感できた

わけですが、これまでと同じような形では対応はしきれなくなっている。

学習形態も非常に多様な形態を持っていかなければならないということを

考えておりましたので、対象年齢に合わせて、オンライン学習方法など、

ハイブリッド講座を実施するとかいう形で工夫をする必要があるなと思っ

ていることが１点と、記載しておりませんが、そもそも地域課題というも

のが何であるのか、また、地域の課題を知っていても、気がついていない

というものや、気がつかないふりをしている方もあるかと思いますので、

そういったものを解決するために、地域の中における社会教育の重要性と

いうものが非常に大事だなというものを考えております。 
こうしたことは、ここでは市民活動支援センターが中心になって今後、

取り組んでいけたらなと思っております。以上でございます。 
 

（岸田教育長）       宮野文化・スポーツ課長。 
 

（宮野文化・スポーツ課長）  文化・スポーツ課の宮野です。１７ページ、１８ページ、スポーツの部

分を御説明させていただきます。 
特に、主な取組の丸の下二つでございます。スポーツにつきましても、

新型コロナウイルスの感染症の影響により、マラソン大会、また硬式野球
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大会、ちーたん駅伝等々、中止となっております。この中止につきまして

も、実行委員会を開催した中で十分検討していただいた結果、参加者の安

全とスタッフの安全等々を考慮して、中止したものでございます。 
一番下の丸については、少年少女スポーツ団体の連絡協議会からの要望

や意見聴取ということで、主なものとしましては、現在、１校区で１チー

ムの社会教育のチームをなかなか組めない状況にもなっておりますので、

学校開放等の施設利用に関して、使いやすくして欲しいという意見を頂い

ているところでございます。 
右側の１８ページについてです。取組の評価では、特に前半につきまし

ては、学校施設やスポーツ施設で、施設管理課と共有しながら、種目別の

ガイドラインや使い方の周知を行いながら、感染予防の情報発信に努めて

まいりました。今後につきましても、少年少女のスポーツ団体等の要望に

ついてしっかり受け止めていきたいと記載させていただいております。 
評価については、先ほど御説明したとおりです。以上です。 

 
（岸田教育長）       山内植野記念美術館副館長。 
 
（山内植野記念美術館副館長）   植野記念美術館副館長、山内でございます。２１ページでございます。

文化芸術に親しむ心豊かな市民生活の醸成で、植野記念美術館に関係する

部分の御説明をさせていただきたいと思います。 
まず、本年度の実績でございますが、今年度の展覧会につきましては、

新型コロナウイルス感染症のため、４月１０日から６月１日まで休館とい

たしました。この関係から、当初予定をいたしておりました各展覧会の会

期が変更になりました。また、一部の展覧会の開催については、令和４年

度に延期をするという対応をとらせていただきました。 
植野記念美術館の主な取組といたしましては、２１ページ、上から四つ

の丸印を挙げさせていただいております。まず、上から一つ目、二つ目の

丸印でございますが、日本のポスター展、山本二三展とも、新型コロナウ

イルス感染症防止対策のため、講演会をはじめとする関連イベントについ

ては、全て中止とさせていただきましたが、三つ目、四つ目に記載してお

りますとおり、山本二三展では、延べ１７回の美術鑑賞教室を行いまして、

赤ちゃんからの美術館ツアーでは、１４組の親子の受入れをさせていただ

きました。 
山本二三展の入館者数は、平成１９年度に開催いたしました山下清展、

平成２２年度に開催いたしました水木しげる展に次ぐ歴代３位の１万３，

４８８人という入館者となりました。 
続きまして、２２ページに行かせていただきます。取組の評価、今後の

取組と併せまして、御報告させていただきます。 
美術館に関係する項目といたしましては、各項目の一つ目の丸印でござ

います。新型コロナウイルス感染防止対策のため、日本のポスター展、今

年の４月、５月開催させていただきました１回目の企画展ですが、１か月

間コロナの影響で休館としておりました。 
その際、日本のポスター展の作品をオンラインで楽しめるようなデジタ

ルコンテンツ、「アートカードであそぼう！」というようなものを丹波市

のホームページ上で掲載をさせていただきました。今後は、ウィズコロナ

の時代に合った新しい美術館の楽しみ方、デジタルコンテンツを利用した

新たな取組を研究してまいりたいところでございます。 
２１ページ、２２ページの文化芸術に親しむ心豊かな市民生活の醸成に

ついての植野記念美術館の取組に関しましては、以上でございます。 
 

（岸田教育長）       宮野文化・スポーツ課長。 
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（宮野文化・スポーツ課長）  文化・スポーツ課の宮野です。文化・スポーツ課の事業といたしまして

は、主な取組として、下の四つの丸でございます。先ほど、目標管理シー

トで御説明しましたが、特に一番上のところ、夏の映画会が８月スタート

となりました。あと、１０月に入りまして、昭和の歌コンサート、また直

近では、ブラックボトムブラスバンドと市内中学校の吹奏楽の皆さんとも

競演していただいているところです。 
取組の評価でございますが、たんばアートコンペティションについては、

実行委員会を、現在２回開催している以外にも、それぞれ集まっていただ

いて、自由な意見の中で、ちょっと面白いコンペティションになるような

協議をいただいております。 
今後の改善につきましては、特に若い世代から作品や芸術に触れる機会

をというところで、アートサロンであるとか、美術館の事業を参考にしな

がらも、地道に芸術に触れる機会を作っていきたいというところを記載し

ております。以上です。 
 

（岸田教育長）       山内図書館副館長。 
 
（山内中央図書館副館長）  中央図書館副館長、山内でございます。それでは、２３ページから２４

ページにかけましての暮らしにとけこむ図書館づくりについての説明をさ

せていただきます。 
まず、令和２年度における主な取組項目につきましては、５点挙げさせ

ていただいております。まず、上から二つ目の丸印でございますが、新型

コロナウイルスの影響により、これからの取組という形になりますけれど

も、朝来市、福知山市との３市連携によります共同展示の開催に向けまし

て、これから準備を進めていきたいと考えているところでございます。 
続いて、上から四つ目の丸印でございます。今年度から新しい取組とい

たしまして、昨年オープンいたしました市民プラザとの連携事業といたし

まして、地域づくり大学でありますとか、市民プラザ１周年記念事業での

協働した取組についても計画いたしております。 
それから、一番下の丸印でございます。子ども読書活動を下支えするた

めに、読書通帳の配布や子ども司書養成講座を開催するとともに、第３次

子ども読書活動推進計画、こちらは令和３年度から７年度の５年間の計画

になるわけですが、現在、策定に向けての協議を進めている状況でござい

ます。 
続きまして、２４ページでございます。取組の評価といたしましては、

３点挙げさせていただいております。 
まず、上から二つ目の丸印でございますが、市民プラザで開催されます

事業への協働取組によりまして、市民に対しまして、図書館の利便性をお

知らせする新たな機会とすることができていると考えております。また、

三つ目の丸印で書いておりますとおり、子ども司書認定者の活躍の機会と

いたしまして、各図書館で開催いたしておりますお話し会に参加してもら

う機会を設けております。この取組によりまして、子ども司書の養成目的

に寄与できているものと考えているところでございます。 
以上の取組の成果から、現時点の自己評価といたしましては、Ａ評価と

させていただいております。 
今後の取組については、２点挙げさせていただいております。二つ目の

丸印でございます。図書館サポーターでありますとか、読み聞かせボラン

ティアグループ、関係機関との連携を今後、より強化いたしまして、市民

が気軽に図書館を利用いただくための工夫を継続して実施してまいりたい

と考えております。また、市民プラザ等とも連携を強化いたしまして、普
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段あまり図書館を利用しない市民に対しまして、図書館の利便性を広く周

知してまいりたいと考えているところでございます。 
続きまして、２５ページ、２６ページの歴史文化遺産の保存・活用と継

承ということで、文化財課の取組について御説明させていただきたいと思

います。 
令和２年度におけます主な取組につきまして、全部で５点挙げさせてい

ただいております。まず、一つ目の丸印でございます。古文書などの歴史

資料の調査と歴史講座の開催でございます。こちらにつきましては、神戸

大学の大学院人文学研究科との連携事業によりまして、年間６回の歴史講

座を計画し開催いたしております。今年度につきましては、新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、参加人数の制限を設けております都合上、歴

史講座の模様を後日、ホームページで動画配信するサービスを今回から開

始いたしております。また、実際の調査資料を公開するミニ企画展を資料

館で講座開催ごとに開催させていただいている状況でございます。 
続きまして、二つ目の丸印でございます。こちらにつきましては、大河

ドラマ「麒麟がくる」関連事業といたしまして、戦国時代に着目いたしま

して、企画展「丹波市の中世城館」を春日歴史民俗資料館におきまして開

催いたします。また、この企画展の開催に合わせまして、関連講座を予定

させていただいている状況です。 
続きまして、五つ目の丸印でございます。今年度から青垣いきものふれ

あいの里を文化財課が所管いたしております。青垣いきものふれあいの里

では、年間を通じて様々な観察会でありますとか、企画展を開催いたして

おります。今年度につきましては、新型コロナウイルス感染防止対策のた

め、４月から５月にかけて予定いたしておりました観察会が中止となって

おりました。６月以降は、感染防止対策を講じた上で、再開いたしており

まして、夏休み期間中の会期としておりました企画展「昆虫展」では、昨

年度を上回る来館者があったと聞いております。 
続きまして、２６ページの取組の評価といたしまして、３点挙げさせて

いただいております。 
二つ目の丸印でございます。平成３０年度に策定いたしました黒井城跡

整備基本計画に基づきます登城者の安全対策工事については、計画どおり

工事を完了させることができております。 
続いて、三つ目の丸印でございます。水分れ資料館のリニューアルにつ

いてでございます。リニューアルオープンの日を３月２０日に設定をさせ

ていただきました。現在は、オープニングイベント等の準備を粛々と進め

させていただいております。また、氷上回廊水分れの副読本の制作を学校

教育課と連携をしながら作成を進めている状況でございます。 
以上の取組の成果から、現時点での自己評価についてはＡ評価とさせて

いただいております。 
最後、今後の取組、改善点でございます。一つ目の丸でございます。氷

上回廊水分れフィールドミュージアムでは、今後、年間３万人の集客をめ

ざして、ちーたんの館、植野記念美術館、それから、青垣いきものふれあ

いの里をはじめとします市内博物館との連携強化を図るとともに、電子黒

板、タブレットなどＩＣＴ機器を活用した新しい学び、博物館やフィール

ドなどの現地と教室を繋ぐライブ中継授業など、ウィズコロナの時代を見

据えました新しい学びの構築についても検討、研究してまいりたいと考え

ておるところでございます。以上で、文化財課の取組評価とさせていただ

きます。以上でございます。 
 

（岸田教育長）       前川人権啓発センター所長。 
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（前川人権啓発センター所長）  人権啓発センター所長、前川です。それでは、豊かな人権文化を創造す

る人権教育について御説明させていただきます。 
令和２年度の主な取組といたしましては、先ほどの進捗状況の報告のと

ころでも申し上げましたとおりですので割愛します。ただ１点、今年度の

住民人権学習推進員の学習会につきましては、年度後半に延期したもので

すから、６月には学習会の進め方やＤＶＤの学習用のワークシートなどを

推進員さんに資料として送付いたしました。 
その取組の評価ですけれども、人権学習会は、終わってないのでパーセ

ントは出ていませんが、やはりコロナの影響で幾らかは減ってくると思っ

ております。今年度の特徴としましては、コロナで集まれないということ

で、２回に分けられたところであったり、パンフレット、アンケート等を

住民に配った結果の報告があったり、また、パンフレットの感想を求めら

れたりして工夫をされて、人権学習をされたところもございました。 
あとは、地域人権教育と中学校の人権学習交流集会を中止といたしまし

たが、やむを得ない事情ということで、現時点で評価はＢといたしており

ます。 
今後の取組としましては、上三つの丸にも書いておりますとおり、住民

人権学習で必要なことは、継続と未実施自治会を減らすというところと、

戸主、世帯主に偏っている学習会の参加者を、多様な年代に広げて行く、

この３点が重要であると思っていて、今後の推進員の研修会等での情報提

供や、やり方の周知などを行っていく必要があると考えてございます。以

上でございます。 
 

（岸田教育長）       ２章の説明が終わりましたので、何か御意見、御質問ありませんでしょ

うか。 
深田教育長職務代理者。 
 

（深田教育長職務代理者）  まず一つですが、１８ページのところで、地域の将来を担う人づくりの

今後の取組、改善等の一つ目の丸ですが、最後のところに、大人も参加で

き、かつ気づきが得られるような仕組みを構築していきたいと、その背景

として、地域のつながりがすごく薄いので、その辺りを今後、整理してい

きたいというお話がありました。もう少し具体的に、地域とのつながりが

薄いという辺りで感じておられるところを中心に、少しお話ししていただ

いたらありがたいと思います。 
 
（岸田教育長）       小畠市民活動課長。 
 
（小畠市民活動課長）    失礼いたします。市民活動課長の小畠でございます。子ども会育成協議

会につきましては、以前の形で言いますと、各単位子ども会がございまし

て、集落に一つの子ども会があると。それが、各校区の子ども会の組織の

中に、旧町単位での子ども会の組織があり、市の子ども会という流れがあ

りましたけれども、今、真ん中が全部なくなってしまっている状態です。

ですので、市の子ども会育成協議会といいましても、地域と直接つながっ

ているということが全くありませんので、市は市で、科学教室みたいなも

のであったり、あるいはハイキングであったり、子どもを対象としての大

人が関われるような事業をしていますし、各単位子ども会については、そ

れぞれ独自で事業をされているという現状から、地域とのつながりが非常

に薄いというのは、その点でございます。 
私が以前、生涯学習の担当をさせていただいていたときには、この子ど

も会という市の組織を整理したいという形で、解体したいということも考

えていたのですが、県につながっている会でもありますので、なかなかな



 

- 27 - 

くすわけにもいかない。であれば、本当に子ども達の活動に対して関わっ

ていただけるような方を公募しまして、組織化できないかということもさ

せていただいたことがありましたが、なかなかそれがうまくいっていない

という状況もございます。 
そうする中で、子ども会の会長さんというのは、各自治会単位でいらっ

しゃいますので、その方たちが企画力をどれだけ発揮できるかというアプ

ローチ。例えば、昨年度ですと、栗木先生をお招きいたしまして、講座を

実施したのですが、そこの一つの工夫としまして、例えばグループで、輪

ゴムで何か飛ばすような、おもちゃみたいなものを作ったのですが、それ

を展開するときに、全てのグループの人たちに講演するのではなくて、そ

のグループの中で班長を決めていただいて、その班長にこっそり教えると。

その班長さんがグループに帰って、グループの中で班長がリーダーとなっ

て、例えば、この割り箸でこういうことをしていくということを伝えてい

くような、そういう仕掛け方ですね。リーダーを作っていきたいという仕

掛け方をできるような大人対象の講座を実施してまいりました。 
ですので、こういった仕組み、あるいは仕掛けというものについては、

市では、全体のことはしますけれども、それを持ち帰っていただいて、地

域の中で展開をしていただくようなつながりを今後、持たせていただきた

いなという思いから、この様な記載をしているというところです。以上で

す。 
 
（岸田教育長）       深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  ありがとうございます。生涯学習を考えられるときに、基本的には丹波

市の基本計画の中で循環型社会というのをめざしておられます。これは文

言にも書いてあるので御存じかと思いますが、そこのところを念頭に置い

ていただいて、実施をお願いしたいというところであります。 
そんな中で、今おっしゃっていただいたような子ども会も、それから、

ほかの組織、例えば老人会であるとか、あるいは婦人会、それから青年会

も随分昔ですが、組織がどんどんなくなって脆弱化する中で、どうやって

循環型の社会を作り、そして、子ども達を育んでいき、ふるさと意識を醸

成していくという、そんな関わりが大事かなと思います。 
大局的なところを申し上げていますが、そういうことを念頭に置きなが

ら、それぞれの施策を考えていただいたらありがたいなというのが、私の

思いです。一つ一つの施策については、本当に一生懸命頑張って、それぞ

れの部署で取り組んでいただいていると思います。改めてそういうことを

見ながら、子ども達を支えるためにどうしていけば良いか。せっかく身に

つけた地域づくりやシニアカレッジなどを何とか循環できないかという思

いがありますので、今、話していただいている仕掛けを考えていただいた

らありがたいです。 
 
（岸田教育長）       小畠市民活動課長。 
 
（小畠市民活動課長）    ありがとうございます。市民活動課長、小畠でございます。おっしゃっ

ていただきましたように、過去、そういった組織というものを通じて、社

会教育を仕掛けていくという仕組みがあったわけですけれど、この時代に

なってきますと、なかなかそこのつながり自体が希薄化してきていて、例

えば老人クラブですと、自分の親が老人クラブに入っているので、まだ入

っていないとか、平均寿命が延びてきている状況という中から、６０歳を

過ぎても高齢者とは言いがたいという社会的な流れもあるかと思います。 
一方で、先ほどの子ども会、あるいは婦人会、青年団、そういった各年
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齢、あるいはカテゴリーごとに分かれていたものに対して社会教育を仕掛

けていくということは、大変重要な意味を持っていたところがありますけ

れども、そこのつながり自体が、今は薄くなってきている。今から、それ

をもう一回復活させよう、復興させようということは、あまりこの時代に

は合っていないのだろうと思われます。 
そうすると、各地域において、子ども達にその地域の愛着を持たせてい

くような、あるいは、子ども達の活動に大人が関わっていくというのが、

やはり地域の責任としてある程度あるだろうということを思う中で、やは

り自治協さんの取組というのは非常に大事になってきていて、例えば、地

域の中での子どもの見守り活動であったりとか、コミスクの関係で、学校

の中での、例えば消毒であったりとか奉仕作業であったりという活動は、

今でも進めている。そうすると、地域とのつながりというのが非常に大事

になってきますから、地域の中での社会教育というのが非常に大事だろう

ということは思います。 
これは、まだ着手はできていないところですが、地域の中で本当に社会

教育ができるような人の育成というのを早急にしないと、今、地域の中で、

ほとんど社会教育という観点ではしていない。地域づくりのプロセスとい

うのがまさしく人材育成ですので、イコール社会教育であるというふうに

捉えると、見方を変えるだけでも違ってくると思いますので、そういった

仕掛け方をしていきたいなと考えています。ありがとうございます。 
 
（岸田教育長）       深田教育長職務代理者。 
 
（深田教育長職務代理者）  そのことで議論するところはないですけれども、もう一つそこに含めて、

例えば今、自治振興会というのが大事だという話がありました。子ども達

を育成していくところにつなげていくとなると、そこの関わりが強いと思

いますけれども学校運営協議会があります。今、たくさんの生涯学習につ

いての施策、図書館や文化財も含めて説明がいろいろありましたが、そこ

へ参加する大人たちが、丹波市では生涯学習を勉強できる、循環するため

の基盤があると。そこへ参加する、あるいは本を借り読むというような、

子ども達と同じことをお願いして、さらに勉強していただいて子ども達に

還元していく様に、学校運営協議会の皆さんもそれぐらいの意欲をつけて

いただく、啓発していただく。それは、今の社会教育関係の皆さんだけで

なく、学校教育も関係しながら、やっぱり皆で勉強しましょう、学習しま

しょう、見直しましょう、いろいろなことを学びましょうと、そして、そ

れを子ども達へ繋げていくという、迫力のある動きをつけていただいたら

ありがたいなと思います。 
 
（岸田教育長）       これは意見としてよろしいですか。ほかにありませんでしょうか。 

出町委員。 
 
（出町委員）        教育委員の出町です。１５ページ、１６ページの家庭教育の充実という

ところですけれども、先ほどの章でも、教育長からもありましたけれども、

学校間での格差という話の中で、一つ、家庭教育のところで差が出てきて

いるのではないかという話がありました。そういう事を考えたときに、今

後の取組、改善策等を読むと、そこに対するアプローチに関しては、読み

取れはできるけれども、具体的にこれが何か効果が出そうだという事が見

えにくいところがあるので、今後、家庭での支援、家庭教育の支援が非常

に重要な部分であるのであれば、何かもう少し書き方に工夫が必要かなと

いうことを思っています。 
その中で、コミュニティ・スクールの部分の改善策が書かれていますけ
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れども、こういった中で、各家庭に対する支援だけでは、家庭教育力が向

上していくのはなかなか難しい。もしかしたら、差ができてしまう一方な

のかなという気もしますので、その家庭だけの支援ではなくて、その家庭

をさらに支援する地域の体制というのがやはり重要になってくるのかなと

いうことを思います。 
そういうところからすると、このコミュニティ・スクールの役割は、ま

すます大きくなってくるのかなと思うのですが、その中で、このコミュニ

ティ・スクールの熟議などの取組状況を把握や充実に努めるということで

すけれども、こういったところは、どちらかというと情報共有するのでは

なくて、教育委員会側から、もっと積極的に、こういった議題も各校で検

討すべきではないかというようなことを情報提供していく、議題として提

供していくということも、具体的に積極的にやっていくべきではないかな

ということを少し思いますので、課題として出てきている各学校間の差と

いったものを学校のコミュニティ・スクール中で議論してもらえるように

情報提供していくなど、積極的な働きかけを記載していただくと良いので

はないかなということを思いました。意見としてお願いします。以上です。 
 

（岸田教育長）       意見としてお伺いいたします。ほかにありませんでしょうか。よろしい

ですか。 
それでは、第３章をお願いします。 
足立次長兼学校教育課長。 
 

（足立教育部次長兼学校教育課長）  次長兼学校教育課長、足立でございます。それでは、２９ページを御覧

ください。（１）地域とともにある学校づくりの推進でございます。これ

の実績につきましては、目標管理・重点課題基本シートで御報告したとお

りですので、割愛させていただきます。 
取組の評価につきましてですが、地域とともにある学校づくり推進フォ

ーラムの中止、中学校区への学校運営協議会制度の導入についても始まっ

たばかりであること、また、教育総務課が所管しておりますが、地域学校

協働活動推進員の配置も現在、４名の委嘱となっていることから、評価は

Ｂといたしました。 
今後につきましては、学校運営協議会の委員長の力量形成を目的に開催

する丹波市のコミュニティ・スクール連絡会での取組発表や交流により、

各校のコミュニティ・スクールの充実を図ってまいります。また、委嘱し

た地域学校協働活動推進員の活動の紹介をするなど、周知・広報により地

域学校協働活動推進員の増員と学校、家庭、地域の組織的な連携・協働体

制について認識を広げてまいりたいと考えております。 
続きまして、３１ページを御覧ください。 
（２）教職員の資質・能力及び学校の組織力の向上につきましては、教

職員の働き方改革の一環として、留守番電話スクールサポートスタッフを

小学校６校に配置しました。また、消毒のスクールサポートスタッフを全

校に配置しております。 
取組の評価といたしましては、たんば啐啄塾は、若手教員の声を聞きな

がら、ニーズに合ったテーマを設定することができております。全学校の

教職員の４５時間以上の超過勤務の平均時間や、また、小学校６校の超過

勤務の平均時間の令和元年度比での削減ができていることから、評価はＡ

としております。 
今後は、来年度の市の研修体制の確立に努めるとともに、教職員の超過

勤務時間のさらなる縮減に向けて取組を進めてまいります。また、中学校

教員の部活動による超過勤務につきましては、今後、学校の状況を把握し

ながら、部活動指導補助員の配置だけでなく、部活動の在り方そのものを
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検討する検討会を開催することを計画しております。以上です。 
 

（岸田教育長）       足立教育総務課長。 
 
（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。少し戻っていただいて、２９ページ、３０ペ

ージのところ、地域とともにある学校づくりの推進のところですが、先ほ

ど次長から、今後の取組のところで、地域学校協働活動推進員の増員を図

るというところでございますが、来年度の目標値として、さらに各地域１

名という目当てを持って、６名の増員を図っていきたい。今年度４名、プ

ラス６名というような数値目標を掲げて取り組んでいきたいと考えており

ます。以上です。 
 
（岸田教育長）       井尻学事課長。 
 
（井尻学事課長）      学事課長の井尻でございます。３３ページ、３４ページの学校給食の充

実について御説明申し上げます。 
この内容につきましては、丹波市の学校給食運営基本計画に基づく施設

設備整備の内容と、学校給食をいかに子ども達に提供できるかというよう

な観点で、食への関心や関連する献立作成等に取り組むような内容を主と

した内容としております。 
令和２年度の実績でございますが、先ほど報告で割愛させていただきま

したので、説明させていただきますが、青垣学校給食センターの空調機器

の更新、そして、令和元年度に引き続きまして、厨房機器の更新を実施し、

完了しているところでございます。また、学校給食における食物アレルギ

ーによる事故防止のための対応マニュアルの見直しを行っております。 
その内容につきましては、これまで可能な限り、除去食や代替食の提供

によりまして、子ども達への給食を努めてまいりましたが、近年、食物ア

レルギー対応が必要な子どもや対応する食品の種類が増えているというよ

うなことがありますから、制限なく除去食、代替食を多用することについ

ては、事故を引き起こす可能性が高まるということもありまして、安全な

給食の実施のためということで、提供する品物をできるだけ少なくして、

対応させていただくということを考えております。これにつきましては、

保護者への説明会でありますとか、これから始まります学校職員への説明

会の中でしっかり周知していくところであります。 
また、丹波市の学校給食費の納付につきましても、これまでどおり、計

画どおり滞納整理を行っていくことで、平等に収納させていただくことを

整えるということで、本年度の実績とさせていただいております。 
取組の評価としましては、先ほど申し上げましたような計画が全て進ん

でいるということで、自己評価としては、現時点でＡとしております。 
令和３年度、これからの取組の改善策等につきましては、この丹波市の

学校給食運営基本計画等に基づきまして、これまでどおりしっかり調整を

進めていきたいと思っております。 
続きまして、３５ページ、３６ページでございます。 
安全・安心な学習環境の整備・充実ということでございます。先ほど施

設の整備でありますとか、ＧＩＧＡスクール構想につきましては、状況報

告で説明させていただきましたので、省略させていただきたいと思います。 
取組の評価でございますが、こういった計画が全て進んでいるというこ

とでありますが、取組の評価の上から五つ目のところでございます。ＧＩ

ＧＡスクール構想関連の整備については、国や県の情報をいち早く入手す

ることで順調に進めていくことができているというところでありますが、

これから機器等の活用でありますとか、いろいろな研修の対応につきまし
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ては、学校教育課としっかりと連携しながら進めていきたいと思っており

ますし、情報収集等についても、しっかり進めていきたいと思っておりま

す。 
学事課の評価としましては、現時点で自己評価としてＡとさせていただ

きます。 
今後の取組につきましても、先ほど申し上げましたとおり、ウィズコロ

ナ、新しい学校の生活様式がしっかりと整えられるように、学校教育課と

の連携を進めていきたいと思っております。以上でございます。 
 

（岸田教育長）       足立教育総務課長。 
 
（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。それでは、３７ページ、３８ページの学校適

正規模・適正配置についてでございますが、この施策につきましては、先

ほどの目標管理・重点課題進捗状況で御説明させていただいた分と重複い

たしますので、説明は省略させていただきます。 
現時点の評価としては、Ａと記載させていただいております。 
次に、３９ページ、４０ページの教育委員会活動の活性化についてでご

ざいますが、令和２年度の主な取組につきましては、丸の一つ目、新型コ

ロナ対応に係る意思決定のため、臨時教育委員会を現在までに５回、開催

をお世話になっております。また、記載はありませんが、新型コロナ対応

における教育委員会としての中間評価・検証等も教育委員会として行って

いただいております。 
次に、丸の五つ目が出ておりますが、コロナ禍において、より迅速でタ

イムリーな情報発信が求められる中、ＬＩＮＥの公式アカウントを取得し

ました。昨日時点で７８２人の登録となっており、２５回の情報発信を行

っているところであります。 
取組の評価といたしましては、丸の一つ目です。新型コロナ対応の臨時

教育委員会開催につきましては、迅速な意思決定対応がなされたと考えて

おります。丸の四つ目、教育委員会ホームページに新型コロナ特設ページ

を設け、ほぼ毎日、更新を行ってきたというところで、積極的な情報発信

ができているものと考えております。 
今後の取組につきましては、今年度中に関係機関との意見交換というこ

とで、丸の二つ目にある社会教育委員との意見交換を行いたいと考えてお

りますが、現在のところ、具体的な計画については、まだ社会教育委員の

会議等とも調整が必要な段階となっております。丸の四つ目、今回の中間

報告により、事業実施状況の確認と令和３年度予算、あるいは施策に反映

をしていくという点で、今後に向けた改善として、ここについても記載さ

せていただいているというところでございます。以上です。 
 

（岸田教育長）       第３章の説明が終わりました。何か御意見、御質問はありませんでしょ

うか。 
なければ、令和３年度教育委員会自己点検・評価報告書についてを終わ

ります。 
 

日程第５          議事 
 
              議案第５３号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について 
 
（岸田教育長）       日程第５、議事に入ります。議案第５３号、丹波市教育委員会後援名義

の使用承認について、事務局より説明をお願いします。 
足立教育総務課長。 
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（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。それでは、議案第５３号、丹波市教育委員会

後援名義の使用承認についてを御提案申し上げます。資料は、８ページか

ら１３ページです。 
今回の審議案件は１件です。上久下地域自治協議会が主催される「伝統

工芸巧の技：木造建造物を受け継ぐための伝統技術 ユネスコ無形文化遺

産選定記念勉強会 お寺で学ぶ屋根と遊ぶ」です。実施日は１１月２２日

日曜日、会場は山南町太田の慧日寺です。資料１０ページは事業内容を記

載した用紙、１１ページは主催団体である上久下地域自治協議会の委員名

簿、１２、１３ページは、自治協議会の令和元年度の事業報告書となって

います。丹波市教育委員会後援名義使用許可に関する要綱第３条の許可条

件に適合しており、かつ、要綱第４条の許可の制限に該当していないこと

から、許可決定が妥当と判断しております。以上で、丹波市教育委員会後

援名義の使用承認についての提案説明とさせていただきます。 
 

（岸田教育長）       説明が終わりました。何か御意見、御質問ありませんでしょうか。 
なければ、採決をいたしたいと思います。 
議案第５３号、丹波市教育委員会後援名義の使用承認についてを採決い

たします。 
同意される委員の挙手を求めます。 
 

（挙手全員） 
 

（岸田教育長）       ありがとうございました。全員の挙手を認めます。よって、議案第５３

号、丹波市教育委員会後援名義の使用承認についてを承認いたします。 
 
              議案第５４号 丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の委嘱

について 
 
（岸田教育長）       続きまして、議案第５４号、丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員

会委員の委嘱について、事務局より説明をお願いします。 
足立教育総務課長。 
 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。それでは、議案第５４号、丹波市立学校適正

規模・適正配置検討委員会委員の委嘱について御提案申し上げます。資料

は１４ページです。 
令和２年８月４日に委嘱させていただいております丹波市立学校適正規

模・適正配置検討委員会委員のうち、氷上地域の地域団体代表として選出

いただいていた丹波市自治会長会の理事が交代されましたので、後任の委

員として、資料に記載しております松井久信氏を委員として委嘱したく御

提案申し上げます。任期は、本日から令和３年３月３１日までとなります。

よろしく御審議いただき、御承認いただきますようお願い申し上げます。

以上です。 
 

（岸田教育長）       説明が終わりました。委員から何か御質問、御意見ありませんか。 
なければ、採決をいたします。 
議案第５４号、丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の委嘱

についてを採決いたします。 
同意される委員の挙手を求めます。 
 

（挙手全員） 
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（岸田教育長）       ありがとうございました。全員の挙手を認めます。よって、議案第５４

号、丹波市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員の委嘱についてを承

認いたします。 
 
日程第６          その他 
 
（岸田教育長）       日程第６、その他に入ります。その他、各課から連絡事項はありません

か。 
ありませんので、この項を終わります。 

 
日程第７          次回定例教育委員会の開催日程 
 
（岸田教育長）       日程第７、次回定例教育委員会の開催日程について、事務局から説明を

お願いします。 
足立教育総務課長。 
 

（足立教育総務課長）    教育総務課長、足立です。次回の定例教育委員会は、１１月２６日木曜

日午前９時からの開催でお諮りします。会場につきましては、山南支所庁

舎３階教育委員会会議室です。事務局からは以上です。 
 
（岸田教育長）       委員の御都合はいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、１１月の定例教育委員会の日程は、１１月２６日木曜日午前

９時から、山南支所教育委員会会議室で開催をいたします。 
以上をもちまして全日程が終了いたしましたので、本日の定例教育委員

会を閉会します。お疲れさまでした。 


